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東淀川区は令和7年4月1日に区創設100周年を迎えました！



２月８日（日）に衆議院議員総選挙、知事・市長選挙が行われます
当日、投票に行けない方は期日前投票・不在者投票をしましょう

期日前投票・不在者投票
期間
●告示日の翌日～２月５日（木） 8：30〜20：00
●２月６日（金）・７日（土） 8：30〜21：00

ご注意ください
選挙の種類により、期日前投票・不在者投票期間が異なります
知事選挙　1月23日～2月7日
1月23日～25日は知事のみの投票ができます
市長選挙　１月26日～2月7日
1月26日～27日は知事・市長の投票ができます
衆議院選挙　1月28日～2月7日
1月28日～2月7日は知事・市長・衆議院の投票ができます
※ただし、最高裁判所裁判官国民審査については、2月1日（日）からの投票になります。

場所
区役所　３階　301・302会議室
区役所出張所　３階　多目的室

急な選挙日程のため、「投票案内状」は2月4日（水）～6日（金）頃に配達予定です。
なお、投票案内状が届いていない場合でも投票は支障なくできますので、投票所で受付の職員にお申し出ください。

問合せ　東淀川区選挙管理委員会　電話　06-4809-9626　FAX　06-6327-1920



いざという時のために知っておきたい
入院〜退院後を安心して過ごすために
在宅医療・在宅介護
（写真）淀川平成病院 院内会議の様子

住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けたい。そう思っていても、症状の急変やケガにより、急な入院が必要になる場合があります。そんな時、入退院時の心配に寄り添ってくれるのが各病院の「地域連携室」です。
医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者などが、希望する場所で、希望する日常生活を過ごすために、医療機関と介護事業所などが情報共有・協働し、一体的でスムーズな医療・介護サービスが提供されるよう、入退院支援が行われています。

知ってますか？病院の役割
病院にはそれぞれ役割があり、治療の過程に合わせ、転院や退院が必要になります

（例）骨折
急性期病院
救急患者を受け入れ、集中的な治療を行います。必要な診断・治療が終わったら、自宅や施設に戻る準備をお手伝いします。

転院→回復期病院
継続的な治療とリハビリテーションを行っています。
退院→在宅・介護福祉施設など

転院→療養型病院
慢性期患者の医療や看護、介護などを行います。
退院→在宅・介護福祉施設など

区内の病院
淀川平成病院　淀川若葉会病院　淀川キリスト教病院　成仁会病院

（SDGsロゴ）
3．すべての人に健康と福祉を
11．住み続けられるまちづくりを
17．パートナーシップで目標を達成しよう

区内4つの病院の地域連携スタッフにお話を伺いました
8面



2月号　目次
1　在宅医療・在宅介護
入院〜退院後を安心して過ごすために
2-4　東淀川区からの情報・お知らせ
5-7　大阪市民のみなさんへ
8　在宅医療・在宅介護
入院〜退院後を安心して過ごすために

区の面積　13.27㎢
区の人口　177,898人　
区の世帯数　105,728世帯（令和8年1月１日現在推計）

大阪市LINE（ライン）　
X（旧Twitter）
YouTube（ユーチューブ）
Facebook（フェイスブック）

発行
東淀川区役所
〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2-1-4
区役所代表　電話　06-4809-9986　FAX　06-6327-1920
各記事についての問合せは、各問合せ先にお願いします。
東淀川区ホームページ　東淀川区役所　検索
区の花「こぶし」

■広告に関する一切の責任は広告主に帰属します。また、東淀川区が推奨するものではありません。

開庁時間
［平日］ 9：00～17：30
［金曜日］ 19：00まで延長（区役所出張所を除く一部窓口）［22日（日）］9：00〜17：30（区役所出張所を除く一部窓口）
※月曜日などの休み明けは混雑します。毎週金曜日の延長窓口などもご利用ください。
問合せ　総務 3階31番　 電話　06-4809-9625



【2面】
納期限のお知らせ
国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、固定資産税・都市計画税（第４期）の納期は３月２日（月）です。納付には口座振替・自動払込が便利です。



《区創設100周年記念事業》
東淀川区創設100周年記念　防災・まちづくり講演会を開催しました！
12月6日(土）に、東淀川区創設100周年記念防災・まちづくり講演会を開催しました。
講演会では、南海トラフ巨大地震や近年頻発する想定を上回る大規模自然災害から命や生活を守るため、区民一人ひとりがどのように行動すべきか、今後、まちの姿が変わっていく東淀川区でどのように災害に強いまちづくりや地域コミュニティの形成を進めるべきかについて、専門家による講演を行いました。
また、「防災とまちづくり」をテーマとして、講演者による対談を⾏いました。
詳しくはこちら
問合せ　総務 3階31番　電話　06-4809-9625



《手続き》

2月22日（日）の日曜開庁日はマイナンバーカードに関するお手続きができません
日曜開庁日である2月22日（日）は、国のマイナンバー関連システムがメンテナンスのため全国的に停止することから、区役所窓口においてマイナンバーカードに関するお手続きができません。ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。
問合せ　住民情報 1階4番　電話　06-4809-9963
詳しくはこちら



梅田サービスカウンターでマイナンバーカード電子証明書の更新ができます
1月20日（火）から梅田サービスカウンターで、新たにマイナンバーカードにかかる電子証明書の更新や暗証番号の初期化・再設定ができます。取扱事務など詳しくはHPをご確認ください。
梅田サービスカウンターの利用時間
［平日］9：00～19：00
［土日祝］10：00～19：00
問合せ　住民情報 1階4番　電話　06-4809-9828
HPはこちら



引越しされる方へ インターネットでかんたんに手続きができます！
大阪市外へ引越しされる方でマイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラインで転出届の手続きができます。ただし、転入先の自治体へは来庁しての手続きが必要です。
問合せ　住民情報 1階4番　電話　06-4809-9963
詳しくはこちら



届いていますか？就学通知書
令和８年４月に、小学校または中学校へ入学するお子さんのいるご家庭に、就学通知書を送付しています。入学式の日に学校へ提出する必要がありますので、届いていない場合はお問い合わせください。
また、国立・私立などの学校へ入学する場合は、保護者の方が「入学許可証」・「本人確認書類（マイナンバーカード、免許証など）」を持参のうえ、区役所または出張所（東淡路4-15-1）へお届けください。
なお、特別な事情により指定校変更の手続きを希望される場合は、就学通知書に同封している案内の期限までに区役所または出張所での手続きが必要です。
各学校にて開催される入学説明会については、就学通知書に「入学説明会の日程に関する案内」が同封されていますので、必ずご確認ください。

適正な就学をお願いします
実際に住んでいない住所に住民登録をして就学することは、不適正な就学です。不適正な就学と分かれば、入学後でも適正な学校へ転校していただきます。住民登録を正しく行い、適正な就学をしましょう。

問合せ　住民情報 1階5番　電話　06-4809-9963



早めの相続手続きでおうちの終活を考えませんか
相続登記や住所変更の未了により所有者やその所在が不明な土地のことを所有者不明土地といい、空家や空き地などが多くなっています。これらの解消に向けて令和６年４月に相続登記の申請が義務化、令和８年４月から住所変更の義務化も決定されています。これらに違反すると過料が課される恐れもあります。
また、相続登記を先延ばしにしていると不動産の売却や利活用ができなくなったり、時間がたつほど相続人が増え、その整理に時間と費用が費やされたりします。そうならないよう今のうちに家族とよく話し合い、おうちの終活を考えてみませんか？
不動産登記推進イメージキャラクター「トウキツネ」
問合せ　企画調整 1階9番　電話　06-4809-9927
空家の総合情報はこちら



《まちづくり・にぎわい》

手話奉仕員養成講座 初級コース受講生を募集します！
要申込
日時　令和８年４月１５日～令和９年２月３日　毎週水曜日 １０：００～１１：３０（全講座３５回）
［修了式］令和９年２月２０日（土）
場所　東淀川区民会館 ４階 会議室２（東淡路１-４-５３）
対象　中学校卒業以上で市内在住・在勤・在学の初心者の方
定員　２０名（申込多数の場合抽選）
費用　6,050円（税込）（テキスト代4,290円（２冊）、動画視聴システム代 1,760円（１年分））
申込　往復はがきに「手話教室受講申込・氏名（ふりがな）・住所・年齢・電話番号・講座を受ける動機」を記入のうえ、３月１６日（月）までにお申し込みください。（当日消印有効）
【宛先】
〒５３３-８５０１ 東淀川区豊新２-１-４　東淀川区役所保健福祉課（高齢者・障がい者）
問合せ　高齢者・障がい者 2階27番　電話　06-4809-9857



東淀川みらい会議「学生と創る東淀川の明るい未来」を開催します！
要申込
区内の教育機関に通う学生と企業・団体、個人が組織や立場を越えて東淀川区の地域課題や社会課題、SDGｓについて考える３時間。ご興味がおありの方はぜひご参加ください！
詳しくはこちら
日時　２月27日（金）14：00～17：00（予定）
場所　区民ホール（区役所 ３階）
内容　［第一部］学生による協働事例の発表　［第二部］学生と参加者の意見交換会
定員　80名（申込先着順）
対象　区内で地域貢献したいと思っている人、または事業所など
申込　開催日の１週間前までにメールで申し込み
問合せ　地域 1階9番　電話　06-4809-9509
メール　higashiyodo-advisor@city.osaka.lg.jp



《子育て・教育》

保健福祉センターで実施します
プレママパパのためのマタニティクラス（妊婦教室）
無料
要申込
３つのコースABCで開催します。日程についてはHPをご確認いただき、電話でお申し込みください。
内容
A　歯科衛生士・栄養士の話（妊婦歯科健診　無料）
B　保健師の話
C　助産師の話
いずれも13：30～15：30
持ち物　・母子健康手帳・筆記用具・冊子「わくわく」
日程はこちら

助産師による専門相談
無料
要申込
妊娠・出産・授乳・卒乳などお気軽にご相談ください。
日時　2月16日（月）13：30～15：30（30分ごとの予約）

妊婦歯科健診
無料
要申込
日時　3月2日(月)13：30～13：45

問合せ　健康相談 2階24番　電話　06-4809-9968



リアルベビー人形で育児体験しませんか？
無料
要申込
初めての子育ては、ワクワクやドキドキでいっぱい。「赤ちゃんが泣き止まなかったらどうしよう…」と思っているお母さんの周りの方、みんなで一緒に育児体験をしてみませんか？
ご参加お待ちしています！
日時　3月15日（日）10：30～12：00　※2月実施分は定員に達したため受付終了
場所　集団検診室（区役所 2階）
対象　区内在住の初めて出産を迎えるお父さんやおじいちゃん、おばあちゃんと子育てに関心のある地域の方
申込　大阪市行政オンラインシステムより予約
申込みはこちら
問合せ　子育て・教育 2階25番　電話　06-4809-9854



離乳食講習会のご案内
無料
申込不要
管理栄養士が、離乳食のすすめ方（離乳初期～完了期）のお話、離乳食の作り方などを紹介します。
日時　2月18日（水）・3月18日（水）10：00～11：30（いずれも同じ内容）
場所　区役所（１階の案内板をご確認ください）
対象　区内在住で生後8か月頃までの乳児の保護者
※赤ちゃんと一緒、保護者の方のみのご参加、どちらでもかまいません。
持ち物　３か月児健診にて配付の「にこにこ～赤ちゃんのために～」（健診がまだの方は当日お貸しします）
問合せ　保健企画 2階22番　電話　06-4809-9882



●区役所でお手続きの際は、ぜひマイナンバーカードをお持ちください！
マイナンバーカードを活用して、申請書の記入の手間を省くことができます。（一部対応していない申請書があります）
●区役所窓口受付予約
●混雑状況の確認



【3面】
２月９日（月）は東淀川区｢見まもるデー｣
地域の子どもは地域で守り、子どもが安心して暮らせるまちづくりを推進しましょう!



東淀川区青少年育成区民大会を開催します
無料
申込不要
日時　２月15日（日）13：00～14：30
場所　区民ホール（区役所 ３階）
内容　●講演会「SNSに潜む闇バイトと薬物乱用の危険 ～闇バイト・薬物の現状を知る～」
講師：東淀川警察署生活安全課長 範 泰二（のり　やすじ）氏
●青少年健全育成に関わる区内各団体の活動紹介（パネル展示など）
定員　200名
問合せ　子育て・教育 1階12番　電話　06-4809-9807
詳しくはこちら



学校協議会をご存知ですか？
学校協議会は、開かれた学校運営を実現し、より良い学校教育を推進するためにすべての学校園で運営されている組織です。保護者や地域の方々が委員となり、学校運営への参加と意向を反映することを目的としています。
年3回を基本に会議を開催し、学校運営の評価を行い、翌年度の学校運営に反映します。このほか、学校園における教育活動を支援する取組に関することなどを話し合っています。
２～３月に年度末の会議を開催し、運営の最終評価を行います。会議はどなたでも傍聴することができます。定員や傍聴の手続きがありますので、各学校にご確認ください。
問合せ　子育て・教育 1階12番　電話　06-4809-9807
詳しくはこちら



《健 康》

走って！走って！さわやかな汗をかこう！第40回東淀川区健康マラソン大会
要申込
日時　３月８日（日）[受付]10：30～11：20　［スタート］12：00
（雨天決行、8:00時点で市内に警報発令時は中止）
コース　淀川右岸河川敷
集合場所　淀川右岸河川公園 豊里大橋付近（上流側）
種目　（A）10キロ（高校生以上） （B）５キロ(中学生以上)　（C）３キロ(小学生以上）（D）１キロ(制限なし）
※各種目とも高校生以上の陸上競技部在籍者はオープン参加とし、表彰・賞品贈呈の対象外
（A）は５キロ周回コース　（A）～（C）は男女別　（D）は表彰・大会記録なし
対象　区内在住・在勤・在学の方
定員　300名
一人当たり参加費　
［事前申込］800円（中学生以下は400円）　１キロ・オープン参加者は200円
［当日申込］1,000円(中学生以下は500円)　１キロ・オープン参加者は300円
※申込締切後の取消・返金は不可
申込　申込書に参加費を添え、事前申込期間内に持参、または体育厚生協会支部長まで
［事前申込］区役所 １階 エレベーター前にて
２月13日(金)・14日(土)9：30～18：30　15日(日)9：30～17：30
［当日申込］大会本部 受付まで
問合せ　東淀川区体育厚生協会（担当：石田） 　電話　090-5464-8728



こころの健康サポート情報
統合失調症の方の家族教室
無料
要申込
統合失調症で治療中の方のご家族を対象に、講師から病気や対応方法などについて学んだり、日頃の悩みについて一緒にアイデアを出し合うミーティングを行っています。同じ悩みを持つ方と話すことによって、不安が軽減したり、病気や家族への対応について理解が深まります。2月は精神科医による講話を予定しています。
日時　毎月第4火曜日 14：00～16：00
場所　区役所出張所 ３階(東淡路4-15-1）
問合せ・申込　健康相談 2階24番　電話　06-4809-9968



特定健診の受診はお早めに！
大阪市国保被保険者のうち、40歳以上の方（年度内に40歳になる方を含む）を対象に、生活習慣病の発症や重症化を予防するために無料で受診できる特定健診を実施しています。対象の方には緑色の封筒で「受診券」を送付していますので、有効期限終了までに受診をお願いします。（有効期限は３月末です。）
※受診券がお手元に見当たらない場合は、再発行の申請書をお送りしますのでご連絡ください。
※３月末までに７５歳になられる方の受診券の有効期限は誕生日の前日までです。
問合せ　保険年金 1階6番　電話　06-4809-9956



～かみしんプラザへGO！～骨粗しょう症検診＆べジチェック®
無料
予約不要
骨粗しょう症は早期発見が重要です。骨の検診を受けましょう。また、センサーに手をかざすだけ！野菜摂取量診断も実施します。
※骨粗しょう症検診対象者は『18歳以上の市民』です。
日時　3月3日（火）10：00～11：30
場所　かみしんプラザ 1階(大隅１-６-１２)
持ち物　本人確認書類（マイナンバーカードなど）
食生活改善推進員協議会による食品展示もあります。

次の方は対象外です
●大阪市民でない方
●同程度の検診を受診できる方
●検診部位の病気などで治療中・経過観察中の方
●自覚症状のある方

問合せ　保健企画 2階22番　電話　06-4809-9882



保健師の健康一口メモ
フレイル予防で元気に過ごそう！
フレイルとは、加齢により全身の筋力や心身の活力が低下している状態で、健康と要介護状態の間と言われています。フレイルは何歳からでも予防・回復することが可能です！

フレイル予防
□ひとつ手前の駅やバス停から歩いて帰る
□買い物のときはカートを使わず手でカゴを持つ
□エレベーターやエスカレーターではなく階段を使う
□カバンを手に持って上げ下げしながら歩く

足腰を鍛える運動
（イラスト　椅子立ち座り運動）
冬のトイレで冷た～い便座に座るみたいに、ゆっくり、そ～っと座るのがコツ！
呼吸を止めないように、数を数えながら行いましょう

問合せ　健康相談 2階24番　電話　06-4809-9968



健康づくり教室

●糖尿病教室
無料
要申込
 前半は糖尿病と腎臓の関係や新しく発売されたお薬について、後半は美味しく食事を楽しみながら腎臓を守るにはどうすれば良いのか、食事療法のポイントをわかりやすくお伝えします。
日時　２月１２日（木）14：00～
場所　東淀川区医師会館 3階講堂（豊新2-3-7）
講演　（1）糖尿病から腎臓を守るために
（2）糖尿病性腎症を発症した際の食事のポイント
定員　30名（申込先着順）

●健康啓発講演会（手話通訳有）
無料
申込不要
日時　２月21日（土）14：00〜（開場13：30）
場所　区民ホール（区役所 3階）
一般講演　「メタボ、ロコモ、フレイル・・・って何？」
東淀川区医師会 理事 飯原 啓介（いいはら　けいすけ） 先生
特別講演　「人生百年時代を見据えた骨粗しょう症の1次予防、2次予防、3次予防」
淀川キリスト教病院 副院長　整形外科主任部長 髙松 聖仁（たかまつ　きよひと） 先生
定員　300名（当日先着順）

問合せ・申込　東淀川区医師会　電話　06-6320-2226



《施設からのお知らせ》

東淀川税務署　電話　06-6303-1141
▶︎東淀川税務署からのお知らせ
令和７年分確定申告は、マイナンバーカードとスマートフォンでe-Tax!自宅からスマホ申告でメリットいっぱい♪
詳しくはこちら

▶︎確定申告相談会場で申告される方へ～会場が変更になりました！～
開設期間　２月16日（月）～３月16日（月）※土日祝は３月１日（日）のみ開設します。
受付時間　９：00～16：00（相談開始は９：30）
※来場者数により、早めに受付を締め切る場合があります。
場所　淀川区民センター（淀川区野中南２-１-５）
受付　「LINEでの事前予約」または当日会場で配付する「入場整理券」
持ち物　スマートフォン・マイナンバーカード・マイナンバーカードの利用者証明用パスワード（数字４桁）及び署名用パスワード（英数字６～16文字）
※マイナンバーカード及び各パスワードの有効期限を過ぎている場合、スマートフォンでの手続きができません。
LINE予約はこちら
有効期限や更新手続などについて

▶︎振替納税をご利用の方へ
下記の口座振替日の前日までに預貯金残高のご確認をお願いします。
●申告所得税及び復興特別所得税：４月23日（木）
●消費税及び地方消費税：４月30日（木）



「広報ひがしよどがわ」は毎月1日（朝刊が休刊の場合は翌日）に新聞折込み（朝日・毎日・読売・産経・日本経済新聞の朝刊）でお届けしています。新聞未購読の方で配送や住所・宛名変更などをご希望の場合は、広報 3階32番（電話　06-4809-9683）または東淀川区HPより申請してください。点字版・音声版もあります。
東淀川区　広報紙　検索



【4面】
東淀川区役所でフードドライブを毎月第２火曜日に開催しています。
［日時］２月10日（火）13：30～15：30　［場所］区役所 １階 エレベーター前
問合せ　東北環境事業センター　電話　06-6323-3511



梅田市税事務所市民税等グループ
（個人市民税担当）　電話　06-4797-2953
▶︎市民税・府民税の申告受付が始まります
市民税・府民税の申告は郵送または大阪市行政オンラインシステムによる申告をお願いします。なお、申告書は、大阪市HPで源泉徴収票などをもとに作成いただけます。
詳しくはこちら

【申告方法・受付期間】
（1）市税事務所あて郵送による申告
受付期間　3月16日（月）まで
（2）大阪市行政オンラインシステムによる申告
受付期間　３月16日（月）まで
●令和７年中に収入がある方（給与所得・雑所得（公的年金等・業務・その他）の申告のみ）
●令和７年中に収入がない方
（3）窓口での申告（土・日・祝休日を除く）
※受付期間の最初・最後の１週間や午前９時台は混雑が予想されます。

［梅田市税事務所窓口］
受付期間　２月４日（水）～３月16日（月）
受付時間　平日9：00～17：30（金曜日は9：00～19：00）
［区役所臨時申告会場］
●区役所 ４階 401会議室
●区役所出張所 １階 第１･２会議室
受付期間　２月16日（月）～３月16日（月）
受付時間　平日9：00～11：30／13：00～16：00

※所得税の確定申告などについては、東淀川税務署　電話　06-6303-1141にお問い合わせください。



《その他》

大阪市市民表彰
12月19日（金）に「第60回大阪市市民表彰式」が開催されました。東淀川区からは、長年にわたり地域社会の発展と住民福祉の増進に尽力された末満 進（すえみつ　すすむ）さん（右）が区政功労の部門で、また、地域医療の充実発展と保健行政の推進に尽力された藤本 嘉治（ふじもと　よしはる）さん（左）が環境・衛生功労の部門で表彰されました。
問合せ　総務 3階31番　電話　06-4809-9625



美化運動功労者・資源集団回収活動功労団体表彰
大阪市では、長年にわたって清掃活動を続けてこられた方、並びに資源のリサイクルやごみの減量に大きく貢献された団体に、感謝状を贈呈しています。東淀川区では、12月15日（月）に区民ホールにて「令和７年度 美化運動功労者・資源集団回収活動功労団体 市長表彰伝達式並びに区長表彰式」を開催し、のべ５名と７団体に市長感謝状または区長感謝状を贈呈しました。地域清掃、資源回収へのご協力ありがとうございます。
問合せ　総合企画 3階32番　電話　06-4809-9683



日曜法律相談
1組 30分以内　無料　要予約
日時　2月22日（日）13：00～17：00
場所　北区役所（北区扇町2-1-27）／西区役所（西区新町4-5-14）
定員　各16組（先着順）
申込　2月13日（金）12：00～22日（日）10：00　電話　050-1808-6070（予約専用）（AI電話による自動案内。24時間受付。）

ナイター法律相談
1組 30分以内　無料　要予約
日時　3月24日（火）18：30～20：30
場所　天王寺区民センター（天王寺区生玉寺町7-57）
定員　32組（先着順）
申込　2月10日（火）12：00～3月23日（月）17：00
詳細はこちら

問合せ　大阪市総合コールセンター　電話　06-4301-7285（年中無休  8：00～21：00）



その問題、専門家が一緒に考えます！ 
専門家による各種相談日　2月1日〜3月31日
無料
秘密厳守
体調不良とお見受けされる場合は相談をお断りすることがあります。 
（区）区役所で実施　（00）1組あたりの時間（分）
（事前）事前予約制　（当日）当日予約制　（優先）事前予約優先



弁護士による法律相談 （1案件につき1人1回まで）
区役所で実施　1組 30分以内　事前予約制
相談日　2月5日(木)・12日(木)・19日(木)・26日(木)　3月5日(木)・12日(木)・19日(木)・26日(木)　13：00～17：00
※予約・変更・キャンセルは相談日1週間前の正午から相談日当日の10：00まで専用電話で受付
予約・電話・問合せ　専用電話（自動音声案内）　電話　050-1808-6070 
障がいなど身体的な理由で電話申し込みができない方は、事前に広聴相談 3階32番（電話　06-4809-9683）まで。

税理士による税務相談
区役所で実施　1組 30分以内　当日予約制
相談日　2月3日(火)・10日(火)　3月17日(火)・24日(火)・31日(火)　13：00～16：00
※確定申告期間は実施しません　※予約は当日朝9:00より電話にて受付
予約・電話・問合せ　広聴相談 3階32番　電話　06-4809-9683

宅地建物取引士による不動産相談
区役所で実施　1組 30分以内　事前予約優先
相談日　2月13日（金）13：00～16：00
相談内容　賃貸・売買契約など不動産に関する相談
予約・電話・問合せ　大阪府宅地建物取引業協会　新大阪支部 　電話　06-6303-0676（月～金9：00～16：00）

宅地建物取引士による不動産相談
区役所で実施　1組 30分以内　事前予約優先
相談日　3月4日（水）13：00～16：00
相談内容　賃貸・売買契約など不動産に関する相談
予約・電話・問合せ　全日本不動産協会大阪府本部　北支部 　電話　06-6373-1511（月～金10：00～16：00）

行政書士による相談 
区役所で実施　1組 30分以内　事前予約優先
相談日　2月18日（水)　3月11日（水)　13：00～16：00
相談内容　官公署に提出する許認可や登録申請、遺言や相続などの相談
予約・電話・問合せ　大阪府行政書士会（淀川支部）　電話　06-7739-8000（月～金10：00～16：00）

司法書士による相談
区役所で実施　1組 40分以内　事前予約優先
相談日　2月18日(水)　3月18日(水)　13：00～16：00
相談内容　簡易裁判所における訴訟代理業務、債務整理・不動産の名義変更などの相談
予約・電話・問合せ　大阪司法書士会北支部　電話　0120-676-888（月～金9：00～12：00/13：00～18：00）

社会保険労務士による相談
区役所で実施　1組 30分以内　予約不要
相談日　2月25日（水）　3月25日（水）　13：00～16：00
相談内容　年金や労働問題、職場トラブルなどに関する相談
予約・電話・問合せ　大阪府社会保険労務士会　電話　06-4800-8188（月～金9：00～17：30）

就労相談
区役所で実施　1組 30分以内　事前予約制
相談日　2月4日(水)・25日(水)　　3月11日(水)・25日(水)　9：15～12：15（9：15～11：45は予約不要）
相談内容　就労に関する情報提供・アドバイス・相談
予約・電話・問合せ　大阪市地域就労支援センター　電話　0120-939-783（月～金 10：00～17：00）

行政相談委員による行政相談
区役所で実施　予約不要
相談日　2月2日（月）　3月2日（月）　14：00～16：00（受付は15：30まで）
相談内容　国の仕事やその手続き、サービスに対する意見・要望などの相談
予約・電話・問合せ　広聴相談 3階32番　電話　06-4809-9683

人権相談
事前予約制　
相談日　月～金　9：00～21：00　日・祝　9：00～17：30
※受付は終了時刻の30分前まで
※電話・FAX・メールでも相談可※区役所での出張相談も可
予約・電話・問合せ　人権啓発・相談センター　電話　06-6532-7830　FAX　06-6531-0666　メール　7830@osaka-jinken.net

区役所の人権相談窓口
区役所で実施　予約不要
相談日　月～金　9：00～17：30　※土･日･祝･年末年始を除く
予約・電話・問合せ　地域 1階9番　電話　06-4809-9734　FAX　06-6327-1970

人権擁護委員による人権相談
予約不要
相談日　2月3日（火）　3月3日（火）13：00～15：30
場所　社会福祉法人水仙福祉会 水仙の家1階（小松1-12-10）
予約・電話・問合せ　大阪法務局大阪第一人権擁護委員協議会　電話　06-6942-1196　FAX　06-6942-1627

犯罪被害者等支援のための総合相談窓口
予約不要
相談日　月～金 9：00～17：30 ※土・日・祝・年末年始を除く
予約・電話・問合せ　市民局人権企画課（市役所 4階）　電話　06-6208-7489　FAX　06-6202-7073

ひとり親家庭サポーターによる相談
区役所で実施　事前予約優先
相談日　毎週火･水･木･金曜 9：15～17：30
※祝・年末年始を除く
相談内容　就業など、ひとり親家庭の自立に向けた相談、離婚を考えている方、養育費に関する相談
予約・電話・問合せ　子育て・教育 2階25番　電話　06-4809-9850

精神科医による精神保健福祉相談
区役所で実施　事前予約制
相談日
2月18日（水）10：00～・26日（木）13：30～
3月5日（木）13：30～・11日（水）13：30～・18日（水）10：00～・26日（木）13：30～
相談内容　こころの健康についての専門医による相談
予約・電話・問合せ　健康相談 2階24番　電話　06-4809-9968

コネクションズおおさかによる出張相談
区役所で実施　事前予約制
相談日　2月17日（火）14：00〜17：00 ／ 3月はありません
※予約は相談日前日の18：00まで電話またはFAX（相談希望日時・氏名・連絡先を記入）にて受付
相談内容　15～39歳までの自立に悩む若者またはその保護者からの相談
予約・電話・問合せ　コネクションズおおさか　電話　06-6344-2660　FAX　06-6344-2677

防衛省自衛隊就職・進学出張相談
区役所で実施　予約不要
相談日　2月はありません ／ 3月16日（月）10：00～15：00
予約・電話・問合せ　自衛隊十三募集案内所　電話　06-6301-0488



J:COM出張スマホ講座
無料
要予約
日時　カメラ編　 2月12日（木）　検索編　2月16日（月）
【午前の部】10：00～12：00 【午後の部】14：00～16：00
場所　2月12日：区役所 4階 402会議室　2月16日：区役所 3階 301・302会議室　
定員　各15名
申込　各講座1開庁日前まで電話にて受付
問合せ　総合企画 3階32番　電話　06-4809-9683



市政・区政に対するご意見・ご要望は、広聴相談 3階32番（電話　06-4809-9683　FAX　06-6327-1920）
区役所正面玄関に、「市政・区政へのアイデア　区長への提案・意見箱」を設置しています。
東淀川区　ご意見・ご要望　検索



【5面】
救急車を呼んだ方がいい？病院に行った方がいい？
迷った時は  救急安心センターおおさか　＃7119（24時間 365日） または 電話　06-6582-7119


市の制度や手続き、市のイベント情報に関するご案内などは
大阪市総合コールセンターへ（年中無休　8：00～21：00）
電話　06-4301-7285　FAX　06-6373-3302
なにわコール　検索


【6面】
学校支援ボランティア人材バンクの登録者を募集しています！　区内の市立小・中学校では、学習支援や図書館開放など学校を支援いただく人材を必要としています。子どもたちのため、学校の教育活動を応援していただける方の登録をお待ちしています！　
問合せ　子育て・教育 1階12番　電話　06-4809-9807
詳しくはこちら


移動図書館「まちかど号」　区内12か所を毎月1回ずつ巡回しています。　
詳細は、市立図書館HPまたはお問い合わせください。
問合せ　中央図書館自動車文庫　電話　06-6539-3305
大阪市立図書館　検索


【7面】
大阪市内全域路上喫煙禁止
「大阪市路上喫煙の防止に関する条例」を改正し、2025年１月27日（月）より大阪市の道路や公園などの公共の場所で路上喫煙を禁止しています。路上喫煙をした場合、罰則として1,000円徴収されます。
問合せ　環境局 事業管理課　電話　06-6630-3228


ふれあい広場 障がい者自主製品物販
毎週月・金曜日（第５月曜日は除く）  11：00～14：00
【場所】区役所 1階 エレベーター前
問合せ　高齢者・障がい者  2階27番　電話　06-4809-9857



【8面】
遠くの親戚より、近くの町会
〜助け合い、つながりをつくります〜
問合せ　地域 1階9番　電話　06-4809-9734
詳しくはこちら



在宅医療・在宅介護
いざという時のために知っておきたい
入院〜退院後を安心して過ごすために
区内で入院設備のある4つの病院。その地域連携スタッフに、各病院での入退院時のサポートなどについてお話を伺いました。


淀川キリスト教病院　急性期病院　
（左）木田 朋子（きだ　ともこ）さん（看護師）
（右）宮田 亜紀（みやた　あき）さん（医療ソーシャルワーカー）

年間約1万件の救急搬送に対応 入院後は迅速に退院支援を開始
病気だけでなく「人」を診る「全人医療」を実践し、最先端で高度な医療機器を備えた、東淀川区唯一の「地域医療支援病院」として、年間1万件にせまる救急搬送にも対応しています。また、「総合患者支援センター」を相談窓口とし、地域包括ケアシステムにおいて在宅医療の後方支援も行っています。
急性期病院では平均10日前後という短い入院期間の中で、迅速かつ的確な退院調整が必要になるため、患者さんの生活状況を早急に把握し、入院後3日以内に多職種会議で退院に向けた課題を抽出します。親族がいない、または連絡がとれない患者さんは、ケアマネジャーや訪問看護師など地域と連携して情報を共有します。在宅療養に向けて、必要であれば訪問看護や訪問診療について紹介・調整することも。施設入居や転院の場合は、患者さんやご家族の要望と受け入れ先のサービスが合致するか、施設の種類や距離などを含めて慎重に見極めます。看護師は医療的側面、医療ソーシャルワーカーは生活・介護的側面から支援し、退院後も地域で安心して暮らせるよう寄り添います。

淀川若葉会病院　療養型病院　
（左）阿江 美帆（あえ　みほ）さん（看護師）
（右）香川 沙織（かがわ　さおり）さん（看護師）

「主体は患者さん」を忘れずに 長期入院後の不安を見据えて支援
急性期の治療を終えられた患者さんで、機能回復が難しく療養が必要な方を受け入れています。回復状況に合わせて約3か月〜6か月といった長期入院にも対応しています。自宅や入居施設で誤嚥（えん）性肺炎や感染症を起こされ、急性期を脱したものの、経口での食事が難しい方などに、看護師常駐の病室で安心して療養いただきます。
「地域連携室」では多職種が連携を取りながら退院に向けてサポート。患者さんとご家族の意向を尊重し、自宅や施設へ戻る支援や、それが難しい場合は受け入れ可能な施設や転院先を探します。患者さんが意思表示しづらい時も、ご家族だけでなく、何よりまずは本人の意思を大切に。食事介助が必要な場合は、私たち退院調整看護師から病棟看護師やリハビリ担当者に、食事中の様子などをかなり細かくヒアリングし、退院後の適切な介護につなげます。
直前まで元気だった方が、入院後に寝たきりの状態になってしまう場合も多く、ご家族や周囲との日頃からのACP（人生会議）の意義も痛感する日々です。それぞれの選択ごとに生じる悩みと向き合い、不安払拭のために最善を尽くします。

淀川平成病院　回復期病院
（左）守田 麻由美（もりた　まゆみ）さん（看護師）
（右）木原 志穂（きはら　しほ）さん（社会福祉士）

自分らしさを支えるリハビリを実践
当院は、治療がひと段落したあとに「継続的治療と体力や生活能力を回復するためのリハビリテーション病院」で、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士など70名以上のリハビリスタッフが在籍しています。主に急性期病院での治療や手術を終えた患者さんを受け入れ、「できるだけ早く自宅や元の生活に戻ること」を目標に、多職種が連携し治療方針や退院支援について話し合います。入院中は、体を動かすリハビリテーションだけでなく、「食べること」も回復の大切な要素。管理栄養士が一人ひとりの体調や食べる力、好みに配慮し、リハビリの進み具合に合わせた食事を工夫することで、体力の回復や意欲の向上を支えます。また、趣味を取り入れた活動や、病衣ではなく普段のおしゃれ着に着替えての運動療法など、前向きな気持ちで取り組める工夫も大切にしています。
さらに当院では訪問リハビリにも注力し、退院後の生活環境に合わせてリハビリスタッフがご自宅を訪問し、「その人らしい日常」を取り戻す支援を行っています。「退院がゴールではなく、その先の生活がスタート」。その思いを大切に、入院から在宅までの切れ目のない支援を行っています。

成仁会病院　急性期・療養型病院
（左）清水 れいか（しみず）さん（看護師）
（右）市川 美恵（いちかわ　みえ）さん（医療ソーシャルワーカー）

グループとの連携を大切に一貫したケアで在宅療養を支援
当院は、急性期と慢性期の双方の医療を提供する「ケアミックス病院」です。大きな手術の必要がない急性期の患者さんから、回復期・慢性期の患者さんへの医療、そして在宅復帰支援までを含む一貫したケアを提供します。地域のかかりつけ医からの救急入院要請にも対応し、60床と小規模ながら、手厚く柔軟な支援で地域医療への貢献に努めています。
退院支援においては、当院のグループ施設である訪問看護ステーションや、サービス付き高齢者向け住宅などと連携した医療・介護サービスの提供も強みです。必要に応じて、訪問診療担当の医師につなぎ、看護師とともに自宅や施設に出向き診療を行います。「救急車を呼ぶほどではないけど診てほしい」といった際に緊急で往診に伺い、複数疾患を抱える方や、病状が不安定な方に寄り添います。退院後も、いざという時に戻れる入院先として頼っていただき、住み慣れた場所で安心して生活いただければと思います。また、ご家族など介護者のご事情で一時的に介護が困難になった際の「レスパイト入院」にも対応するなど、地域包括ケアシステムの中で、患者さんごとの最適解を探す支援を続けていきます。


入退院〜在宅医療のながれ
病院では、退院後も必要な医療やケアを継続して受けていただくため、地域の関係職種への情報提供を行う場合があります

急変した場合
↓
入院
●介護サービスなどを受けている場合には、連携をしていきます。
●介護や経済面など、心配なことがあれば、医療ソーシャルワーカーや看護師にご相談ください。
↓
治療
↓
退院の準備
●在宅医療で利用できる制度やサービスについて、医療ソーシャルワーカーや看護師がご説明します。
↓
退院前の話し合い
●在宅療養で利用するサービスの内容について、具体的に決めていきます。
↓
退院
↓
在宅療養
●在宅では、さまざまな専門のスタッフがサポートします。
↓
急変した場合
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